
和光都市計画地区計画の変更（和光市決定）

都市計画広沢地区地区計画を次のように決定する。

名 称 広沢地区地区計画

位 置 和光市広沢の一部

面 積 約９．７ｈａ

地区計画の目標

本地区は、東武東上線和光市駅南側約１．０ｋｍの位置にあり、地区の北側に

一般国道２５４号が通過しており、交通利便性の高い地区となっている。

また、核的な公共公益施設が集約するシビックコアとして市役所をはじめとす

る官公庁施設、小学校・中学校などの教育施設、児童センターや保育園などの福

祉施設が立地している地区である。

このため、地区計画を策定し公共公益施設が集積する重要な拠点として地区の

特性に合った土地利用を誘導するとともに地区周辺の良好な住環境の保全と調

和のとれた都市環境の形成を図ることを目標とする。
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土地利用に関す

る方針

公共公益施設の集積を図るとともに、地区周辺の住環境に配慮した土地利用の

誘導を行いシビックコアとして品格のあるまちなみを形成する。

建築物等の整備

の方針

本地区の地区計画の目標、土地利用の方針の実現のため、建築物等について、

次の規制・誘導を行う。

地区周辺の景観との調和を図り、公共公益施設が集約するシビックコアとして

品格のあるまちなみとするため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を

行う。

その他当該地区

の整備、開発及

び保全に関する

方針

多数の公衆の利用に供する施設の出入口・通路・階段等については、高齢者や

身体障害者等の利便性に配慮する。



理由：公共公益施設の拠点形成を図るため。
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建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限

建築物等（工作物にあっては、建築基準法施行令第１３８条第１項各号、第
２項各号又は第３項各号に掲げるものに限る。）の外観は、次の表に該当する
色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計（着色していない石、土、木、レ
ンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く。）が、外観のう
ち各立面につき、当該立面の面積の３分の１を超えないものとする。

（上記色彩基準は、日本工業規格Ｚ８７２１で定める三属性による
色の表示方法による。）

色 相 明 度 彩 度

７．５Ｒ から７．５Ｙ
２を超えるもの ４を超えるもの

２以下のもの －

７．５ＲＰから７．５Ｒ
（７．５Ｒは含まない）
７．５Ｙ から７．５ＧＹ
（７．５Ｙは含まない）

２を超えるもの ４を超えるもの

２以下のもの －

７．５ＧＹから７．５ＲＰ
（７．５ＧＹ及び７．５Ｒ
Ｐは含まない）

２を超えるもの ２を超えるもの

２以下のもの －

無彩色Ｎ ２以下のもの －


